
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  扶養控除等申告書の保存 

Ｑ：扶養控除等申告書の保存について、改

正がされたとか。どのようになったのです

か？ 

 

Ａ：７年間保存しなければならないことが

法令化されました。 

【解説】 

扶養控除等申告書は、源泉徴収事務や年末

調整をするのに必要になる書類です。 

これまでも、源泉徴収義務者である会社な

どでは、扶養控除等申告書を保存されてきた

ことかと思いますが、平成24年度の税制改正

では、扶養控除等申告書等一定の申告書の保

存義務が法令化されましたので、今後はきち

んと保存しておかなければなりません。 

保存が必要になる申告書等は、平成25年１

月１日以後に給与所得者等から提出を受けた

次の書類で、申告期限の属する年の翌年１月

10日の翌日から７年間保存しなければなりま

せん。 

また、これらの書類は、税務署長から提出

を求められた場合には、提出しなければなら

なりませんので、注意しておきましょう。 

 ①給与所得者の扶養控除等申告書 

 ②従たる給与についての扶養控除等申告書 

 ③給与所得者の配偶者特別控除申告書 

 ④給与所得者の保険料控除申告書 

 ⑤退職所得の受給に関する申告書 

 ⑥公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 

 ⑦給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 
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